
中山間地域総合整備事業

［趣旨・目的］
近年の厳しい農業情勢の中、特に土地利用型農業の生産性向上等が困難な中山間地域

においては、地域の立地条件を生かした農業の確立と地域資源の効率的な利活用等を通
じて、農業・農村の活性化を図ることが緊要である。
一方、国民の価値観やライフスタイルの多様化により、農村は、食料供給の役割ばか

りではなく都市の多様なニーズに応える場として都市と共生・対流する関係にあり、生
活圏を基本的な単位として広域的な連携を視野に入れた中山間地域の振興が必要となっ
ている。
本事業は、このような農業の生産条件等が不利な地域の実情を踏まえ、中山間地域の

活性化に意欲のある地域を対象として、それぞれの地域の立地条件に沿った農業の展開
方向を探り、農業生産基盤の整備と併せて農村生活環境基盤等の整備を総合的に行い、
農業・農村の活性化を図ることにより、地域における定住の促進、都市との共通社会基
盤の形成及び国土・環境の保全に資することを目的とする。

［事業対象地域］
①過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び特定農山村
法による指定を受けた市町村または準ずる市町村。

②農業生産基盤整備を実施する地域にあっては、林野率５０％以上かつ傾斜1/100以上の
農用地の面積が当該地域の５０％以上であること。

［事業内容］
市町村の自主的な農村振興基本計画等に基づく実施計画に従って、下欄１の農業生産

基盤整備事業のうち２以上の事業並びに２の農村生活環境整備事業等を適切に組み合わ
（但し、生産基盤型にあっては一定面せた整備をメニュー方式により総合的に実施する。

積以上のほ場整備事業を含む下欄１の農業生産基盤整備事業のみを対象、生活環境型にあって
は農業生産基盤の整備を概ね了している地域で農村生活環境の整備を中心に実施）

区 分 事 業 種 類

１．農業生産基盤整備事業 （１）農業用用排水施設整備事業
（２）農道整備事業
（３）ほ場整備事業
（４）農用地開発事業
（５）農地防災事業
（６）客土事業
（７）暗渠排水事業
（８）農用地の改良又は保全事業

２．農村生活環境整備事業 （１）農業集落道整備事業
（２）営農飲雑用水施設整備事業
（３）農業集落排水施設整備事業
（４）農業集落防災安全施設整備事業
（５）用地整備事業
（６）活性化施設整備事業
（７）集落環境管理施設整備事業
（８）交流施設基盤整備事業
（９）情報基盤施設整備事業
（10）市民農園等整備事業
（11）生態系保全施設等整備事業
（12）交換分合事業
（13）むらづくり基盤推進事業

３．特認事業 地方農政局長が特に必要と認める事業



［事業体系］

中山間地域総合整備事業

・生産基盤と生活環境の一体的整備により、農業・農村の一 般 型
活性化を図る。

・集落を対象に優良農地等の基盤の整備を図る。（ほ場整集 落 型 生産基盤型
備を単独実施可）

・生産基盤整備を概ね了した地域で生活環境等の集中的な生活環境型
整備を図る。

・複数の市町村にまたがる広域を対象として、地方単独事業等と一体的な構想のも広域連携型
とで農業・農村の活性化を図る。

［採択要件面積（基本タイプ）］

事業タイプ 都道府県営 市町村営 面積のとり方

一 般 型 60ha以上 20ha以上 ・生産基盤整備事業に係る受益面積の合計
生産基盤型 20ha以上 10ha以上 ・生産基盤整備事業に係る受益面積
生活環境型 （・生産基盤整備を概ね了していること）
広域連携型 60ha以上 ( ) ・生産基盤整備事業に係る受益面積の合計都道府県営のみ

※生産基盤型は、ほ場整備10ha以上を含む。

［事業主体］ 都道府県、市町村

［補 助 率］ 農林水産省・北海道５５％、離島６０％、奄美７０％、沖縄７５％

［平成１９年度概算決定額（平成１８年度予算額）］

３０，４６７，１９２（３８，０２０，０００）千円

【担当課：農村振興局 地域整備課 中山間整備事業推進室】


